
 

 

 

船舶事故調査報告書 
 

 

船 種 船 名 貨物船 JIA HUI 

Ｉ Ｍ Ｏ 番 号 ８６６０９１１ 

総 ト ン 数 ２,９６２トン 

 

船 種 船 名  貨物船 第十八栄福丸 

船 舶 番 号 １４１４１０ 

総 ト ン 数 ４９８トン 

 

事 故 種 類 衝突 

発 生 日 時 平成２５年９月２７日 ０１時２２分ごろ 

発 生 場 所 東京都大島町伊豆大島西方沖 

       伊豆大島灯台から真方位２６５°５.６海里付近 

          （概位 北緯３４°４７.４６′ 東経１３９°１５.５３′） 

 

 

平成２７年１１月１２日 

運輸安全委員会（海事部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 
 

要 旨 
 
＜概要＞ 

貨物船JIA
ジ ア

 HUI
フ ィ

は、船長及び操船者ほか１１人が乗り組み、大韓民国群山
クンサン

港に向けて

南西進中、貨物船第十八栄
えい

福
ふく

丸は、船長及び一等航海士ほか４人が乗り組み、千葉県

千葉港に向けて北東進中、平成２５年９月２７日０１時２２分ごろ、東京都伊豆大島

西方沖において、両船が衝突した。 

第十八栄福丸は、転覆して乗組員６人全員が死亡し、JIA HUI は、船首部等に損傷



 

 

 

を生じたが、死傷者はいなかった。 

 

＜原因＞ 

 本事故は、夜間、伊豆大島西方沖において、JIA HUI が南西進中、第十八栄福丸が

北東進中、JIA HUI の操船者が第十八栄福丸と右舷を対して通過しようと左への変針

を繰り返して航行を続け、また、第十八栄福丸の一等航海士がほぼ同じ針路及び速力

で航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

JIA HUI の操船者が第十八栄福丸と右舷を対して通過しようと左への変針を繰り返

して航行を続けたのは、第十八栄福丸の前方を通過できるものと思い、第十八栄福丸

の方位変化をコンパスで確認していなかったことから、第十八栄福丸の方位が左方に

変化していることに気付かなかったことによるものと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

貨物船JIA
ジ ア

 HUI
フ ィ

は、船長及び操船者ほか１１人が乗り組み、大韓民国群山
クンサン

港に向けて

南西進中、貨物船第十八栄
えい

福
ふく

丸は、船長及び一等航海士ほか４人が乗り組み、千葉県

千葉港に向けて北東進中、平成２５年９月２７日０１時２２分ごろ、東京都伊豆大島

西方沖において、両船が衝突した。 

第十八栄福丸は、転覆して乗組員６人全員が死亡し、JIA HUI は、船首部等に損傷

を生じたが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２５年９月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官

ほか２人の船舶事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２５年９月２８日、１０月７日、８日、３０日 現場調査及び口述聴取 

平成２５年９月３０日、１０月１日、７日、８日、１０日、１７日、１８日、 

３０日、平成２６年１月２８日、９月８日、１６日、１０月１８日、１１月５日、

１２月２４日、３０日 口述聴取及び回答書受領 

平成２５年１０月１１日、１５日、１１月８日、１２月９日、１２日、１３日、

１７日、平成２６年１月２３日 回答書受領 

   

1.2.3 調査の委託 

本事故の調査に当たり、独立行政法人海上技術安全研究所に対し、第十八栄福丸

の破口の大きさと浸水経過に関する調査を委託した。 

 

1.2.4 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

1.2.5 旗国への意見照会 

JIA HUI の旗国に対し、意見照会を行った。 

JIA HUI の実質的利害関係国に対し、意見照会を行った。 
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２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 船舶自動識別装置の情報記録による運航の経過 

民間会社が受信した船舶自動識別装置（ＡＩＳ）＊1の情報記録（以下「ＡＩＳ記

録」という。）によれば、平成２５年９月２７日０１時０６分０２秒～０１時２３分

３９秒間における JIA HUI（以下「Ａ船」という。）、第十八栄福丸（以下「Ｂ船」と

いう。）及び本事故時に付近を航行していたフェリー（以下「Ｃ船」という。）の運

航の経過は、表２.１－１～表２.１－３のとおりであった。 

 

         表２.１－１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時刻 
船   位※ 

船首方位※ 対地針路※ 対地速力 
北 緯 東 経 

（時:分:秒） （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） (ﾉｯﾄ(kn)) 

01:06:02 34-49-09.5 139-17-49.2 236 238.2 9.2 

01:07:01 34-49-04.4 139-17-39.9 235 234.9 9.2 

01:07:51 34-49-00.3 139-17-31.9 233 238.3 9.3 

01:08:51 34-48-55.2 139-17-22.5 234 235.1 9.2 

01:10:01 34-48-49.4 139-17-11.4 232 236.3 9.3 

01:10:22 34-48-47.6 139-17-08.3 233 236.6 9.3 

01:11:02 34-48-44.1 139-17-01.9 233 237.0 9.3 

01:11:32 34-48-41.6 139-16-57.3 237 236.0 9.3 

01:12:02 34-48-39.2 139-16-52.4 236 239.3 9.4 

01:12:22 34-48-37.6 139-16-49.1 236 240.1 9.3 

01:13:02 34-48-34.3 139-16-42.5 235 238.1 9.4 

01:13:22 34-48-32.8 139-16-39.4 234 239.7 9.4 

01:13:41 34-48-31.3 139-16-36.2 227 239.5 9.4 

01:14:02 34-48-29.3 139-16-33.1 229 231.2 9.0 

01:14:22 34-48-27.5 139-16-30.2 228 232.4 9.1 

01:14:41 34-48-25.9 139-16-27.4 222 233.8 9.1 

01:15:02 34-48-23.8 139-16-24.4 217 229.4 9.0 

                         
＊1 「船舶自動識別装置（ＡＩＳ:Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種類、

船名、船位、針路等に関する情報を自動的に送受信し、船舶相互間、陸上局の航行援助施設等との間

で交換できる装置をいう。 
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01:15:22 34-48-21.5 139-16-21.8 216 221.5 8.9 

01:16:52 34-48-11.4 139-16-11.0 217 222.8 9.2 

01:18:02 34-48-03.4 139-16-02.6 218 221.4 9.2 

01:18:41 34-47-58.7 139-15-57.6 216 220.3 9.3 

01:20:02 34-47-49.0 139-15-47.9 215 218.3 9.2 

01:20:31 34-47-45.5 139-15-44.5 211 219.7 9.3 

01:21:02 34-47-41.5 139-15-41.0 207 211.9 9.3 

01:21:31 34-47-37.7 139-15-38.3 208 210.5 9.2 

01:22:02 34-47-33.7 139-15-35.3 203 208.1 9.1 

01:22:41 34-47-29.2 139-15-32.5 193 221.8 5.7 

01:23:02 34-47-28.6 139-15-31.8 184 212.6 2.1 

01:23:31 34-47-28.1 139-15-28.1 177 213.1 1.4 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置（以下同じ。）である。

また、船首方位及び対地針路は真方位（以下同じ。）である。 

なお、ＡＩＳは、船首方位が整数値（０°～３５９°）、対地針路が小数点第

１位までの値（０.０°～３５９.９°）で送信されるようになっている。 

 

         表２.１－２ Ｂ船のＡＩＳ記録※（抜粋）   

時刻 
船   位 

対地針路 対地速力 
北 緯 東  経 

（時:分:秒） （°-′-″） （°-′-″） （°） (kn) 

01:08:01 34-45-45.8 139-12-54.6 050.8 11.8 

01:08:31 34-45-49.5 139-12-59.5 048.3 11.3 

01:10:33 34-46-05.0 139-13-21.0 048.1 11.1 

01:11:01 34-46-08.4 139-13-25.5 043.7 11.1 

01:11:32 34-46-12.5 139-13-31.1 048.0 11.4 

01:12:02 34-46-16.3 139-13-36.2 045.2 11.7 

01:12:31 34-46-19.9 139-13-41.2 050.1 11.5 

01:13:02 34-46-23.6 139-13-46.5 047.0 11.4 

01:13:32 34-46-27.5 139-13-51.6 049.8 11.1 

01:15:03 34-46-38.9 139-14-07.2 050.3 11.8 

01:15:31 34-46-42.2 139-14-12.3 055.1 12.1 

01:16:01 34-46-45.7 139-14-17.8 048.3 11.5 

01:17:02 34-46-52.3 139-14-29.6 053.4 11.6 
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01:18:02 34-46-58.7 139-14-41.2 052.5 11.8 

01:19:02 34-47-05.3 139-14-52.5 059.2 11.5 

01:20:31 34-47-14.7 139-15-09.5 058.0 11.0 

01:21:02 34-47-18.3 139-15-15.3 049.9 11.6 

01:22:01 34-47-24.7 139-15-26.8 050.1 11.8 

01:23:31 34-47-25.0 139-15-31.3 181.9 1.6 

※ 簡易型ＡＩＳのため、船首方位が記録されない。 

 

表２.１－３ Ｃ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時刻 
船   位 

船首方位 対地針路 対地速力 
北 緯 東  経 

（時:分:秒） （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） (kn) 

01:07:56 34-43-24.7 139-11-28.7 044 043.2 19.9 

01:08:44 34-43-36.1 139-11-41.7 045 043.8 19.9 

01:09:14 34-43-43.4 139-11-50.0 044 042.8 20.0 

01:10:14 34-43-58.0 139-12-06.7 044 044.0 20.0 

01:11:14 34-44-18.3 139-12-30.1 045 042.9 20.0 

01:12:08 34-44-25.6 139-12-38.3 044 043.5 19.9 

01:12:33 34-44-31.7 139-12-45.3 045 043.1 20.0 

01:13:03 34-44-38.7 139-12-53.4 044 043.3 20.1 

01:13:38 34-44-47.3 139-13-03.4 045 043.9 20.0 

01:14:03 34-44-53.3 139-13-10.4 044 043.3 20.0 

01:14:38 34-45-01.9 139-13-20.0 045 043.1 19.9 

01:15:03 34-45-07.7 139-13-26.7 045 042.9 19.9 

01:15:27 34-45-13.7 139-13-33.6 044 043.3 19.9 

01:16:03 34-45-22.2 139-13-43.4 044 043.2 20.0 

01:16:45 34-45-32.6 139-13-55.3 045 043.3 20.0 

01:17:03 34-45-37.0 139-14-00.3 044 043.3 20.2 

01:17:38 34-45-45.5 139-14-10.1 045 043.7 20.0 

01:18:03 34-45-51.3 139-14-16.9 045 043.7 20.0 

01:18:33 34-45-58.6 139-14-25.6 045 043.8 20.1 

01:19:03 34-46-05.7 139-14-33.7 045 043.2 20.1 

01:19:33 34-46-13.0 139-14-42.2 046 044.6 20.1 

01:20:09 34-46-21.7 139-14-52.9 048 046.5 20.1 
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01:20:38 34-46-28.3 139-15-01.6 049 047.6 20.1 

01:21:02 34-46-34.0 139-15-09.2 049 047.7 20.1 

01:21:33 34-46-40.7 139-15-18.2 049 047.9 20.1 

01:22:02 34-46-46.2 139-15-27.0 049 048.5 20.1 

01:22:33 34-46-53.8 139-15-36.4 050 048.6 20.1 

01:23:15 34-47-03.4 139-15-49.6 050 048.8 20.2 

01:23:39 34-47-08.2 139-15-56.3 050 048.8 20.1 

 

2.1.2 乗組員等の口述による事故の経過 

(1) Ａ船 

Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）、操船者（以下「操船者Ａ」という。）、

当直中の甲板員（以下「甲板員Ａ」という。）及び運航会社である JIA HUI 

SHIPPING CO.,LTD.（嘉恵海運有限公司）（以下「Ａ社」という。）代表者の口

述によれば、次のとおりであった。 

なお、Ａ船は、日本標準時（ＪＳＴ）から１時間遅れた時間帯を船内時間と

して使用しており、以下、全てＪＳＴに換算して表示する。 

Ａ船は、船長Ａ及び操船者Ａほか１１人（中華人民共和国籍１２人及び 

ミャンマー連邦共和国籍１人）が乗り組み、平成２５年９月２６日１９時 

０５分ごろ、群山港に向けて京浜港川崎区を出港した。 

操船者Ａは、２７日００時１５分ごろ昇橋し、船長Ａ及び三等航海士から

船橋当直を引き継ぎ、００時３０分ごろ操舵室中央にあるコンソールの右舷

後方に立ち、甲板員Ａを手動操舵に当たらせた。 

操船者Ａは、コンソール右舷側のレーダーを作動させ、距離レンジを６海

里（Ｍ）、ヘッドアップ＊2及びオフセンター＊3に設定し、船首方が約９Ｍまで

監視できるようにして約９kn の速力（対地速力、以下同じ。）で南西進した。 

操船者Ａは、伊豆大島西方沖を南西進中、船首方にマスト灯１個及び船橋

前面に白色作業灯を認め、レーダーにより距離約５Ｍを確認し、ＡＩＳの情

報から北東進中のＢ船であることを知った。 

操船者Ａは、Ｂ船が約３Ｍに接近した頃、Ｂ船の左舷後方に２隻の反航船

                         
＊2 「ヘッドアップ」とは、レーダー画面の真上方向が自船の船首方向となる表示方法（相対方位指

示）をいう。レーダー画面上で船首方向（船首輝線）を固定するので、針路を変更すると、周囲の船

舶、陸岸、防波堤などの映像が移動する。 
＊3 「オフセンター」とは、レーダー画面で自船の位置（中心輝点）を中心から移動させて表示するこ

とをいう。主として、前方（進行方向）の探知範囲を広げるため、自船の位置を進行方向とは逆方向

（後方）に移動して使用する。 
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の舷灯を視認し、Ｂ船を含む３隻の反航船と左舷を対して通過するために大

きく右転すると、風及び波を横方向から受けて横揺れが大きくなると考え、

Ｂ船と右舷を対して通過するつもりで、針路を５°左に転じるとともに、Ｂ

船に対して注意喚起のために、携帯型昼間信号灯を使用して数回点滅照射し

た。 

操船者Ａは、Ｂ船がほぼ正船首約２.６Ｍに接近した際、Ｂ船の前方を通過

しよう思い、針路を１０°左に転じた。 

操船者Ａは、Ｂ船がＡ船の右舷船首方に見えているので、Ｂ船の前方を通

過できると思って南西進を続け、Ｂ船が右舷船首方約１Ｍ以内に接近した頃、

Ｂ船の船首方の通過距離を広げるつもりで、更に針路を１０°左に転じた。 

操船者Ａは、Ｂ船の左舷灯が間近に接近していることを認め、初めてＢ船

と衝突すると思い、機関を中立とし、自ら舵輪を握って右舵一杯としたもの

の、Ａ船は、Ｂ船と衝突した。 

（写真２.１－１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真２.１－１ Ａ船 

 

(2) Ｂ船 

Ｂ船の運航会社である丸仲海運株式会社（以下「Ｂ社」という。）代表者の

口述によれば、次のとおりであった。 

Ｂ船は、船長（以下「船長Ｂ」という。）及び一等航海士（以下「一航士Ｂ」

という。）ほか４人が乗り組み、平成２５年９月２６日１２時００分ごろ、千

葉港に向けて愛知県名古屋港を出港し、伊豆大島西方沖を北東進中、Ａ船と

衝突した。 

（写真２.１－２参照） 
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写真２.１－２ Ｂ船 

 

(3) Ｃ船が目撃したＡ船及びＢ船の状況 

Ｃ船の船長（以下「船長Ｃ」という。）、二等航海士（以下「二航士Ｃ」と

いう。）及び操舵手（以下「操舵手Ｃ」という。）の口述によれば、次のとお

りであった。 

船橋当直中の二航士Ｃは、伊豆大島西方沖を京浜港に向けて北東進中、左

舷船首方に速力が遅いＢ船の船尾灯を認めた。 

二航士Ｃは、Ｂ船が少し針路を右に転じ、Ｃ船と進路が交差する状況と 

なったので、右に転じてＢ船の動向を見ていたところ、Ｂ船の左舷船首方か

らＡ船がＢ船に接近し、その後両船の舷灯が重なり、レーダーを見ても両船

の映像が離れていなかったので、衝突したと思った。 

船長Ｃは、二航士ＣからＡ船とＢ船が接近したとの報告を受け、昇橋した

ところ、両船の航海灯が重なっているのを認めＶＨＦ無線電話（以下 

「ＶＨＦ」という。）で海上保安庁にその状況を報告した。 

操舵手Ｃは、互いに接近する２隻がＶＨＦで操船意図などについて交信す

るのを聞いたことがあったが、本事故当時そのような交信は聞かなかった。 

 

本事故の発生日時は、平成２５年９月２７日０１時２２分ごろで、発生場所は、伊

豆大島灯台から２６５°（真方位、以下同じ。）５.６Ｍ付近であった。 

（付図１ 航行経路図（その１）、付図２ 航行経路図（その２） 参照） 

 

2.1.3 衝突してから転覆までの状況 

船長Ａ、操船者Ａ及びＡ船の甲板長の口述によれば、次のとおりであった。 

操船者Ａは、衝突したことに気が動転していたが、降橋して船長室の船長Ａに衝

突したことを報告し、再び昇橋した。 

船長Ａは、昇橋し、Ａ船の船首がＢ船の左舷船側中央部に突き刺さっているのを
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見て海上保安庁に通報し、また、Ｂ船がＡ船の方に傾いているように見えたので危

険を感じ、操船者Ａに機関を後進にかけるよう指示した。 

操船者Ａは、以前、衝突して相手船に突き刺さった状況で、前進させて相手船を

支えることが大事であると聞いたことがあったので、Ａ船が後進をかけて離れると

Ｂ船が沈むと思ったが、船長Ａの指示どおり機関を後進にかけた。 

Ａ船は、衝突してから約１分３０秒から約２分後に機関を後進にかけてＢ船から

離れた。 

自室で休息していた甲板長は、機関長からＡ船の損傷状況を確認するよう指示さ

れ、船首楼甲板に行って船首方約５０ｍの所で漂泊状態のＢ船を見ていたところ、

約３～５分後にＢ船が転覆するところを目撃した。 

 

2.1.4 転覆後の救助状況 

船長Ａ、操船者Ａ、甲板員Ａ及びＡ社代表者の口述並びに死体検案書及び海上保

安庁の情報によれば、次のとおりであった。 

船長Ａは、甲板員Ａに、Ａ船の位置及びＢ船と衝突したことを周囲の船舶に 

ＶＨＦで伝えるよう指示した。 

船長Ａは、船内の非常警報を鳴らして乗組員に非常招集をかけ、昇橋した三等航

海士に操船者Ａと共にＡ船の損傷状況の確認を指示し、他の乗組員に船底を上向き

にしていたＢ船を探照灯等で照らしてＢ船の乗組員を捜索するよう指示したが発

見できなかった。 

その後、海上保安庁の指示で静岡県下田港沖に移動し、２７日１２時４５分ごろ

錨泊した。 

Ｂ船は、船底を上向きにして海面から約１ｍ突出した状態で漂流し、１６時００

分ごろから行われた海上保安庁の潜水士による船内捜索の結果、船長Ｂ、次席船長、

機関長及び次席機関長が乗組員居住区で、一航士Ｂが操舵室後部で、１０月１日 

１５時３５分ごろ一等機関士が機関室で、それぞれ発見されたが、いずれも救命胴

衣は着用しておらず、搬送先の病院で死亡が確認された。 

Ｂ船は、９月２９日作業船により下田港にえい
．．

航され、その後、台船に係留され

て廃船処理の作業が行われていたが、台風の接近に伴う港外待避のため、タグボー

トによるえい
．．

航中、荒天によりえい
．．

航索が切り離され、１０月１６日に沈没し、全

損となった。 

 

２.２ 人の死傷に関する情報 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、死傷者はいなかった。 
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(2) Ｂ船 

死体検案書によれば、乗組員６人は、一等機関士が溺死、他の乗組員５人の

死因は溺水の吸引であった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

(1) Ａ船 

Ａ船は、左舷錨のクラウン及びアーム部等が脱落、左舷ベルマウスに圧壊、

船首部に破口、球状船首に亀裂を伴う凹損等を生じた。（写真２.３－１～写真

２.３－３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真２.３－１ 左舷錨の損傷状況    写真２.３－２ 船首部の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２.３－３ 球状船首の損傷状況 

 

(2) Ｂ船 

サルベージ会社（以下「Ｄ社」という。）の回答書及び海上保安庁の情報によ

れば、Ｂ船は、左舷中央部の船側外板に幅約３.５ｍ、高さ約５.５ｍの破口を

船首部に破口 

左舷ベルマウスに圧壊 

亀裂を伴う凹損 

左舷錨に脱落 
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船尾 

生じた。（図２.３－１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         図２.３－１ Ｂ船損傷状況図（写真はＤ社提供） 

    

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状等 

① 船長Ａ 男性 ４１歳 国籍 中華人民共和国 

締約国資格受有者承認証 船長（シエラレオネ共和国発給） 

交付年月日 ２０１３年７月８日 

             （２０１６年１２月３１日まで有効） 

② 操船者Ａ 男性 ３５歳 国籍 中華人民共和国 

中華人民共和国の沿海及び近海区域を航行区域とする総トン数３,０００

トン未満の船舶に乗り組むことができる航海士の海技免許を受有していた

が、旗国発給の航海士の締約国資格受有者承認証を受有していなかった。 

③ 船長Ｂ 男性 ６２歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５７年５月２１日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２０年６月１８日 

免状有効期間満了日 平成２６年６月１４日 

④ 一航士Ｂ 男性 ２９歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１９年５月１７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２４年２月９日 

免状有効期間満了日 平成２９年５月１６日 

(2) 主な乗船履歴等 

船長Ａ、操船者Ａ、Ａ社代表者及びＢ社代表者の口述、Ｂ社の船員台帳並び

に操船者Ａ、船長Ｂ及び一航士Ｂの船員手帳によれば、次のとおりであった。 

破口 

船首 

破口 

凹損 

水線 
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① 船長Ａ 

船長Ａは、２００７年ごろから国際航海に従事する貨物船に船長として乗

り組み、２０１３年５月からＡ船に船長として乗り組んでいた。本事故時の

健康状態は良好であった。 

② 操船者Ａ 

操船者Ａは、２００９年に中国沿海限定免許を取得し、同年１１月から通

算約１年４か月間、内航の貨物船に三等航海士として乗り組み、２０１１年

８月から約１年５か月間、国内航海に従事していたＡ船に二等航海士として

乗り組んでいた。 

操船者Ａは、２０１３年５月、Ａ船が国際航海に従事するようになってか

ら、Ａ社との連絡や船用品の購入などの事務を行うため、実習生の職名で乗

り組んでいた。 

本事故時の健康状態は良好であった。 

③ 船長Ｂ 

船長Ｂは、昭和５４年１０月Ｂ社に入社し、同社所有の貨物船に航海士と

して乗り組み、昭和５９年ごろから船長職につき、伊豆大島西方海域の航行

経験は豊富であった。名古屋港出港時、健康状態に問題があるようには見え

なかった。 

④ 一航士Ｂ 

一航士Ｂは、遠洋漁船に約４年９か月乗船した後、平成１９年５月Ｂ社に

入社し、同社所有の貨物船に航海士として乗り組み、単独で名古屋港と京浜

港との間の船橋当直につき、伊豆大島西方海域の航行経験は豊富であった。 

名古屋港出港時、健康状態に問題があるようには見えなかった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

ＩＭＯ番 号  ８６６０９１１ 

船 籍 港  シエラレオネ共和国 Free
フ リ ー

 Town
タ ウ ン

 

船舶所有 者  NINGHAI ZHONG SHIPBUILDING CO.,LTD.（中和海運有限

公司）、個人２人（中華人民共和国） 

船舶運航会社  Ａ社（中華人民共和国） 

船舶管理会社  JUN HAO MARINE SHIPPING CO.,LTD.（駿豪海運有限公司）

（以下「Ｅ社」という。）（中華人民共和国） 

船    級  Sing-Lloyd 
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総 ト ン 数  ２,９６２トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １０４.８０ｍ×１６.２０ｍ×６.８０ｍ 

船 質  鋼 

機 関  ディーゼル機関１基 

出 力  １,７６５kＷ 

推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

建造年月 日   ２００５年１月３１日 

(2) Ｂ船 

船 舶 番 号  １４１４１０ 

船 籍 港  三重県尾鷲市 

船舶所有 者  Ｂ社 

船舶運航会社  Ｂ社 

船舶管理会社  丸太運輸株式会社 

総 ト ン 数  ４９８トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ７６.２６ｍ×１１.３０ｍ×７.１０ｍ 

船 質  鋼 

機 関  ディーゼル機関１基 

出 力  １,４７１kＷ 

推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

進水年月 日  平成２３年１月２１日 

 

2.5.2 積載状態 

(1) Ａ船 

船長Ａ及び操船者Ａの口述によれば、Ａ船は、京浜港出港時、スクラップ

約４,０７８ｔを積載し、喫水は、船首約４.６５ｍ、船尾約５.４０ｍであっ

た。 

(2) Ｂ船 

Ｂ社代表者の口述及びＢ社の回答書によれば、Ｂ船は、名古屋港出港時、

鋼材約１,３００ｔを積載し、喫水は、船首約３.１９ｍ、船尾約４.４９ｍで

あった。 

  

2.5.3 船舶の設備等に関する情報 

(1) Ａ船 

① 船体構造等 

Ａ船は、船首尾楼付平甲板船尾船橋型の貨物船で、操舵室前面から船首
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端までが約８７ｍあり、前方の見張りに障害となる構造物はなかった。 

② 航海計器 

Ａ船は、操舵室前面から後方約１ｍのところにコンソールがあって、コ

ンソール中央に舵輪が、その左舷側にレーダー及びＡＩＳが、右舷側にエ

ンジンテレグラフ、電子海図情報を表示する装置及びレーダーが、コン 

ソール両舷側面にＶＨＦがそれぞれ設置され、操舵室前面に、携帯型昼間

信号灯を備え置いていた。また、自動操舵装置及び自動衝突予防援助装置

はなかった。（写真２.５－１、写真２.５－２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２.５－１ Ａ船操舵室航海計器（コンソール左舷側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レーダー エンジンテレグラフ ＡＩＳ 
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写真２.５－２ Ａ船操舵室航海計器（コンソール右舷側） 

 

③ 本事故時の船体、主機関等の状況 

船長Ａ及び操船者Ａの口述によれば、船体、機関及び機器類に不具合又

は故障はなかった。 

(2) Ｂ船 

Ｂ社代表者の口述並びに一般配置図及びタンク容積図によれば、次のとお

りであった。 

① 船体構造等 

Ｂ船は、全通二層甲板船尾船橋型の貨物船で、機関室前方に長さ３８.０

ｍ、幅８.６ｍの貨物倉及び貨物倉前方に甲板倉庫があって貨物倉の側面

及び二重底が燃料油タンク及びバラストタンクになっており、機関室寄り

の貨物倉左舷側及び二重底に容積４２.４５ｍ3 の左舷燃料油タンク（以下

「FOT(P)」という。）及び８７.６８ｍ3 の左舷４番バラストタンク（以下

「No.4WBT(P)」という。）がそれぞれあった。（図２.５－１参照） 

 

 

 

 

 

 

レーダー 舵輪 電子海図情報を表示する装置 
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図２.５－１ Ｂ船一般配置図 

 

② 航海計器 

Ｂ船は、操舵室にレーダー２台、ＧＰＳ、ＡＩＳ、電子海図情報表示装

置及びＶＨＦが設置されていた。（図２.５－２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             図２.５－２ Ｂ船操舵室配置図 

舵輪 

ＡＩＳ 

レーダー 

ＧＰＳ 

電子海図情報表示装置 

主機遠隔操縦装置 

甲板倉庫 

４番バラストタンク（左右舷） 

船首 

燃料油タンク（左右舷） 

ＶＨＦ 

船尾 

貨物倉 
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③ 船体、主機関等の状況 

Ｂ船は、名古屋港出港時に船体、機関及び機器類に不具合又は故障はな

かった。 

 

2.5.4 船舶の操縦性能 

(1) Ａ船 

操船者Ａの口述及びＡ船の操縦性能表によれば、次のとおりであった。     

① 後進試験結果 

後進発令時の状態 停止距離（Ｍ） 

半速 ０.３１ 

全速 ０.４２ 

② 旋回試験結果（全速力前進、舵角３５°） 

種別 縦距＊4（ｍ） 時間（分：秒） 旋回径＊5（ｍ） 時間（分：秒） 

右旋回 ３８５ １：３５ ３７８ ２：５８ 

左旋回 ３８０ １：３２ ３７８ ３：００ 

③ 速力 

      Ａ船の航海速力は、約１１.０kn であった。 

(2)  Ｂ船 

Ｂ社代表者の口述、Ｂ船の海上試運転成績書によれば、次のとおりであっ

た。 

① 速力基準（前進） 

種別     機関（回転数毎分） 速力（kn） 

全速 ２７３ １３ 

半速 ２４０ １１ 

微速 ２００ ７ 

最微速 １５０ ５ 

② バラスト状態における後進試験結果（速力１４.１kn） 

種別 時間（分：秒） 航走距離（ｍ） 

後進発令～主機中立 ０：１０ － 

後進発令～船体停止 ２：４４ ６３６ 

                         
＊4 「縦距」とは、転舵時の船の重心位置から９０°回頭したときの船体重心の原針路方向の進出距離

をいう。 
＊5 「旋回径」とは、転舵時の船の重心位置から１８０°回頭したときの船体重心の原針路からの横移

動距離をいう。 
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③ バラスト状態における旋回試験結果（速力１４.１kn、舵角３５°） 

種別 縦距（ｍ） 時間（分：秒） 旋回径（ｍ） 時間（分：秒） 

右旋回 ２２１ ０：４０ ２１４ １：２１ 

左旋回 １９６ ０：４０ １９４ １：１８ 

 

2.5.5 Ａ船の舷灯の設置状況 

船長Ａ及び操船者Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船は、船橋ウイングの両端前面に舷灯を設置し、２０１２年１２月から

２０１３年４月までの期間に、中華人民共和国の造船所で国際航海に従事す

るための船橋ウイングの拡張工事等を行った。 

(2) Ａ船は、拡張工事に伴い舷灯を一旦撤去して復旧した際、国際海上衝突予

防規則に定める舷灯の水平射光範囲（以下「規定値」という。）が各舷正船首

から正横後２２.５°までの間に対し、船首方が前方の内側隔板に隠れ、正船

首からそれぞれ右舷側に約５.４°及び左舷側に約３.３°の範囲で、舷灯が

視認できない状況となっていた。（写真２.５－３、写真２.５－４、図２.５

－３、図２.５－４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              写真２.５－３ 舷灯の設置状況 

 

 

 

 

 

左舷灯 ウイング 右舷灯 



 

- 18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真２.５－４ 右舷灯区画    図２.５－３ 舷灯の設置概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２.５－４ 舷灯の射光範囲の概略図 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1  観測値 

本事故現場の東南東方約１０km に位置する大島特別地域気象観測所の観測値は、

次のとおりであった。 

９月２７日 

０１時００分 風向 北東、風速 ８.６m/s、気温 １８.８℃ 

０１時１０分 風向 北東、風速 ８.６m/s、気温 １８.８℃ 

０１時２０分 風向 北東、風速 ８.８m/s、気温 １８.８℃ 

０１時３０分 風向 北東、風速 ８.４m/s、気温 １８.７℃ 

 

2.6.2  乗組員による観測 

操船者Ａの口述によれば、天気は晴れ、風速約８～９m/s の北東風が吹き、北東

方から波高約２.５ｍの波があり、視程は約７Ｍであった。 

 

船首方 

右舷灯 

約５.４°

約３.３°

舷灯を視認する

ことができない範囲

右舷灯

左舷灯

右舷灯の水平射光範囲

左舷灯の水平射光範囲

前方の内側隔板 

射光範囲の中心

船首尾線

（右舷灯）

（左舷灯）

内側隔板

船首方

約５.４°

約３.３°

船首尾線
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２.７ 事故水域等に関する情報 

2.7.1 本州南・東岸水路誌による情報 

海上保安庁刊行の本州南・東岸水路誌によれば、次のとおりであった。 

大島の北側及び南側は、阪神、九州方面への往復の航路にあたり、特に北側は内

航船の通航量が比較的多いが、この沿岸は一般に急深であり険礁はない。 

針路法 

西 航 

１ 剱埼沖又は野島沖～神子元島沖 

(1) 大島北方を通る場合 

 変針目標及び概位 変針点及び針路 

１ 
剱埼灯台 

北緯 35°08.5′ 東経 139°40.6′ 

南南東方約４Ｍ 

２３７° 

２ 
伊豆大島灯台 

北緯 34°47.9′ 東経 139°22.3′ 

正横約５Ｍ 

２１８° 

３ 
神子元島灯台 

北緯 34°34.5′ 東経 138°56.5′ 

南東方約４Ｍ 

２７０° 

以下略 

東 航 

前記１～４の各針路を逆航する。 

 

2.7.2  衝突事故事例 

船舶事故ハザードマップ＊6によれば、昭和６２年１月以降本事故発生時までに、

本事故現場付近において、衝突事故の発生件数は２０件あり、そのうち視界制限状

態を除く航行中の衝突で夜間に発生したものが５件あった。（図２.７－１、付表１ 

過去の衝突事故事例 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

                         
＊6 「船舶事故ハザードマップ」とは、船舶事故や航行安全に関する情報を世界地図上に表示させる運

輸安全委員会によるインターネットサービスをいう。URL:http://jtsb.mlit.go.jp/hazardmap/  
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：昭和６２年１月以降運輸安全委員会設置（平成２０年１０月１日）まで

に発生した衝突事故 

 番号①～⑤は、付表１の事故番号に対応する。 

  ：運輸安全委員会設置後本事故発生時までに発生した衝突事故 

図２.７－１ 衝突事故の発生場所 

 

２.８ 乗組員に対する安全指導及び船橋当直の状況 

2.8.1  Ａ船の運航管理の状況 

Ｅ社が作成した航海当直表及び国際安全管理規則（ＩＳＭコード）＊7に基づく航

海手順書によれば、次のとおりであった。（抜粋） 

・ 船橋当直者は、他船と接近した際、避航操船が遅くなって混乱しないよう、

できるだけ早い時機に相手船とＶＨＦで交信し、針路及び速力を調整すること。 

・ 船橋当直者は、少なくとも１台のレーダーをスタンバイ状態にしておくこと、

また、他船を発見した際、レーダーを作動させ、他船と衝突のおそれがあるか

                         
＊7 「国際安全管理規則（ＩＳＭコード：International Management Code for the Safe Operation 

of Ship and for Pollution Prevention（International Safety Management (ISM) Code) ）」と

は、船舶の安全運航と海洋環境の保護を図ることを目的とし、１９９３年１１月４日、ＩＭＯ総会決

議として採択され、１９７４年ＳＯＬＡＳ条約の附属書に取り入れられた後、１９９４年、同条約の

改正を経て１９９８年７月１日に発効したものであり、国際航海に従事する全ての旅客船及び総トン

数５００トン以上の船舶に適用される。 
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どうかをレーダープロッティングによって確かめること。 

・ 船橋当直は、船内時間の００時～０４時、１２時～１６時を三等航海士が、

０４時～０８時、１６時～２０時を一等航海士が、０８時～１２時及び２０ 

時～２４時を船長がそれぞれ指揮をとること。 

 

2.8.2 操船者Ａの船橋当直状況 

船長Ａ、操船者Ａ及びＡ社代表者の口述並びに航海日誌及びＥ社作成の任命書に

よれば、次のとおりであった。 

(1) 操船者Ａは、航海士としての乗船経験が１年程度と少ない三等航海士に代

わって船橋当直に入るよう船長Ａから頼まれ、００時から０４時まで及び 

１２時から１６時までの時間帯に船橋当直についていた。 

(2) Ａ社代表者は、２０１３年６月末に操船者Ａが船橋当直に入っていること

を知り、７月１日付けで船橋当直に入らないよう操船者Ａの職務分担を記載

した任命書をＡ船に発出したものの、操船者Ａは、それ以降も船橋当直につ

いていた。 

(3) Ａ船の航海日誌には、前記（1）の時間帯の当直者欄に三等航海士の署名が

あった。 

 

2.8.3 Ｂ船の船橋当直状況 

Ｂ社代表者及び本事故時休暇下船していたＢ船二等航海士の口述によれば、Ｂ船

は、９月２６日１２時００分ごろ、千葉港に向けて名古屋港を出港し、出港から 

１８時ごろまでを船長Ｂが、１８時ごろから２２時ごろまでを次席船長が、その後

東京湾の入口付近までを一航士Ｂがそれぞれ単独で船橋当直に入ることとなって

いた。 

 

２.９ Ｂ船の舷灯の視認状況及び汽笛の吹鳴状況 

操船者Ａ、甲板員Ａ、二航士Ｃ、操舵手Ｃ及びＢ社代表者の口述によれば、次のと

おりであった。 

(1) 操船者Ａは、Ｂ船が点灯していた白色作業灯の明かりに紛れて衝突直前まで

舷灯を視認することができず、Ｂ船からの汽笛は聞かなかった。 

(2) Ａ船は、本事故時、操舵室の扉は閉めていた。 

(3) 甲板員Ａは、Ｂ船と接近する際、Ｂ船の舷灯を視認したものの、舷灯以外の

明るい灯火は見なかった。Ｂ船からの汽笛は聞かなかった。 

(4) 二航士Ｃ及び操舵手Ｃは、Ｂ船の右舷側から追い越す際、Ｂ船の右舷灯を視

認したものの、視認を妨げるような白色作業灯はなかった。 
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船 

尾 

（貨物倉の平面図） 

全通船楼甲板 （貨物倉の断面図） 

(5) Ｂ社は、Ｂ船乗組員に不審な動きをする船舶に対して早めに汽笛信号を行う

よう指導していた。 

 

２.１０ 独立行政法人海上技術安全研究所による解析 

独立行政法人海上技術安全研究所に委託したＢ船の破口の大きさと浸水経過に関

する解析の結果は、次のとおりであった。 

 

2.10.1 調査及び解析の概要 

(1)  積載状況及び破口面積 

① 貨物倉には、船首から順に、鋼板２５５ｔ、丸棒４２４ｔ、コイル 

１５８ｔ、丸棒４６３ｔがそれぞれ積載されており、ＧＭは１.４６ｍで 

あった。（図２.１０－１参照） 

② 破口面積は、約１２.９９ｍ2であった。 

(2)  解析に関する前提条件  

    ①  船体傾斜が発生しても荷崩れは発生しないものとする。 

② 破口以外に、船体に損傷はないものとする。 

    ③ 波、風の影響は考慮しないものとする。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図２.１０－１ 積付け状況図 

 

上甲板 

二重底

UPP.DK

船 

首 

丸棒 コイル 丸棒 鋼板 
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(3) 破口に伴う浸水区画 

浸水区画は、貨物倉、甲板倉庫、FOT(P)及び No.4WBT(P)であった。 

（図２.１０－２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

   

図２.１０－２ 浸水区画概略図 

 

(4) 復原性の解析 

破口からの浸水量及び復原力算出プログラムを用いた姿勢変化及び転覆

状況は次のとおりであった。 

① 浸水量 

Ａ船が機関を後進にかけ、離脱してからの浸水量の時系列変化は、下図

のとおりであった。（図２.１０－３参照） 

Ｂ船は、Ａ船が離脱してから、１０秒後に No.4WBT(P)及び FOT(P)のタン

クが満水となり、船体が左舷側に傾斜し、貨物倉及び甲板倉庫への浸水量

が、１分後に約８２０ｍ3、２分後に約１,２１０ｍ3、３分後に約１,５４０

ｍ3であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

図２.１０－３ 浸水量の時系列変化 
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破口位置 
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② 姿勢変化 

Ａ船が離脱してからのＢ船の縦傾斜角、横傾斜角（左舷）及び船体沈下

量の時系列変化は、下図のとおりであった。ただし、縦傾斜角が－（マイ

ナス）は、船尾側に傾斜していることを示す。 

なお、船体沈下量は本事故直前の重心位置での値を示し、重心は基線か

ら上方に３.３３ｍ、船体中央から船尾側に０.９０ｍの位置にある。 

（図２.１０－４～図２.１０－６参照） 

    

 

 

 

 

 

 

 

   図２.１０－４ 縦傾斜角の変化    図２.１０－５ 横傾斜角の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２.１０－６ 船体沈下量の変化 

     図２.１０－６ 船体沈下量の変化 

 

Ｂ船は、Ａ船が離脱してから貨物倉の機関室寄りに浸水し、機関室前部

隔壁より後方の損傷がなかったことから、船尾側の浮力が確保され、船首

が沈下するようになった。 

船体沈下量は、浸水開始当初、急激に増加して海面と船内の水面高さの

差が小さくなると、その後はほぼ一定の割合で増加し、１分後に約１.２ｍ、

２分後に約１.９ｍ、３分後に約２.４ｍに達した。 

下図は、Ｂ船の姿勢変化を３次元化したものである。ただし、縦傾斜が

－（マイナス）は、船尾側に傾斜していることを示す。（図２.１０－７～

-2.0 

-1.0 

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

0 50 100 150 200 250

tr
im

 a
ng

le
 (d

eg
)

time (sec)

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

0 50 100 150 200 250

si
nk

ag
e 

(m
)

time (sec)



 

- 25 - 

図２.１０－１０参照） 

 

 

 

 

 

 

 

  図２.１０－７ 浸水開始１分後    図２.１０－８ 浸水開始２分後 

 

 

 

 

 

 

 

  図２.１０－９ 浸水開始３分後  図２.１０－１０ 浸水開始３分３０秒後 

 

Ｂ船は、Ａ船が離脱してから 1分後までに急激に船体が沈下し、更に左

舷へ約１０.５°横傾斜し、その後、船体沈下と左舷側への傾斜が増して２

分後に甲板上の左舷端が水面に達し、３分後に左舷の甲板が水面下となっ

て３分３０秒後に船体の大半が水面下になった。 

 

2.10.2 解析結果 

(1) Ｂ船は、浸水開始前に十分な復原力を有していたが、浸水量が増加するに

つれて船体が沈下し、船首側への傾斜が急激に進行して３分４０秒後に転覆

に至ったと考えられる。 

(2) 衝突時のＢ船の破口形状とＡ船の船首との隙間は、破口の面積の１０％程

度であり、この隙間からの浸水量は１０分後に約８７０ｍ3で、転覆時の浸水

量が約１,７５０ｍ3 であることから、Ａ船が離脱しなかった場合、１０分程

度の浸水量ではＢ船の姿勢が大きく変化したとは考えられない。 

 

 

 

 

縦傾斜：-0.12 ° 

横傾斜：10.5 ° 

縦傾斜：0.80 ° 

横傾斜：17.0 ° 

縦傾斜：1.72 ° 

横傾斜：32.0 ° 

縦傾斜：3.18 ° 

横傾斜：44.5 ° 
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２.１１ 衝突直後の機関操作 

文献１＊8及び文献２＊9によれば、次のとおり記載されている。 

 文献１ 

第８章 海難時の操船処置 

８.２.１ 衝突直後における操船上の処置 

(1) 相手船の船側に自船の船首が突入したとき、後進をかけず主機停止して押

しつけの密着状態で船を流す。このとき浸水防止策をとらず、慌てて後進を

かけると、破口を広げるばかりでなく破口から大量に浸水して沈没の危険が

ある。 

(2)～(3)（略） 

文献２ 

第３編 操船の実際 

第６章 緊急時の操船 

  ４. 事故の種類と救助体制 

４.２ 衝突とその処置 

  衝突は人命に波及する事故であるので、以下に示すように速やかに適切な

処置が取られなければならない。 

① 直ちに機関を停止して行き脚を止める。衝突箇所から浸水の恐れがな

ければ後進にかけて離れてもよいが、そうでなければ微速で圧し続けるな

どの処置をとる。 

② 人命危害、船体損傷、積荷の状態について調査する。 

③～⑧（略） 

   

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

① Ａ船は、平成２５年９月２６日１９時０５分ごろ、群山港に向けて京浜

港川崎区を出港したものと考えられる。 

                         
＊8 文献１：「操船通論」本田啓之輔著、株式会社成山堂書店（平成２０年６月２８日発行） 
＊9

 文献２：「操船の理論と実践」井上欣三著、株式会社成山堂書店（平成２３年３月８日発行） 
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② Ａ船は、２７日０１時０６分０２秒から０１時１３分０２秒にかけ、伊

豆大島西方沖を船首方位約２３５°及び速力約９.３kn で航行したものと

考えられる。 

③ Ａ船は、Ｂ船と約３Ｍに接近した０１時１３分３０秒ごろ針路を約 

２３０°、約２.６Ｍに接近した０１時１４分３０秒ごろ針路を約 

２２０°、約０.９Ｍに接近した０１時２０分００秒ごろ針路を約 

２１０°にそれぞれ転じたものと考えられる。 

④ Ａ船は、船首方位約２０３°速力約９.１kn から機関を中立とし、減速

及び左転中にＢ船と衝突したものと考えられる。 

なお、Ａ船は、右舵一杯としたが衝突したものと考えられる。 

(2) Ｂ船 

① Ｂ船は、９月２６日１２時００分ごろ、千葉港に向けて名古屋港を出港

したものと考えられる。 

② Ｂ船は、２７日０１時１５分３１秒ごろ、伊豆大島西方沖を対地針路約

０５５°速力１２．１kn で航行したものと推定される。 

③ Ｂ船は、Ａ船と約２.２Ｍに接近した０１時１６分ごろ、対地針路の変化

から約５°右転したものと考えられる。 

④ Ｂ船は、次のことから、右転後、ほぼ同じ針路及び速力で航行したもの

と考えられる。  

ａ 付図２ 航行経路図（その２）に記載のＢ船の航跡 

ｂ Ｃ船のＡＩＳ記録において、Ｂ船の０１時１７分０２秒における船位

に相当する０１時１７分３８秒から０１時２３分３９秒にかけての船

首方位と対地針路の差が０.５°～１.８°であり、ほぼ一定であること

から、この間の風潮流の影響は、ほぼ一定と考えられること。 

  

3.1.2  Ａ船及びＢ船の接近状況等 

  2.1.1 から、Ａ船から見たＢ船の方位及び両船の船間距離は、次の表のとおりで

あったものと考えられる。 

 

表３.１ Ａ船から見たＢ船の方位及び距離 
時刻(時：分) 方位（°） 相対方位（°） 距離（Ｍ） 

０１：０８ごろ ２２９.６ Ｐ５.４ ４.９７ 

０１：０９ごろ ２２９.４ Ｐ５.６ ４.６３ 

０１：１０ごろ ２２９.１ Ｐ５.９ ４.２８ 
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０１：１１ごろ ２２８.９ Ｐ６.１ ３.９４ 

０１：１２ごろ ２２８.６ Ｐ６.４ ３.６０ 

０１：１３ごろ ２２８.０ Ｐ７.０ ３.２６ 

０１：１４ごろ ２２７.５ Ｐ２.５ ２.９２ 

０１：１５ごろ ２２７.２ Ｓ７.２ ２.５８ 

０１：１６ごろ ２２７.２ Ｓ７.２ ２.２４ 

０１：１７ごろ ２２６.７ Ｓ６.７ １.９０ 

０１：１８ごろ ２２６.１ Ｓ６.１ １.５６ 

０１：１９ごろ ２２５.５ Ｓ５.５ １.２２ 

０１：２０ごろ ２２４.２ Ｓ４.２ ０.８７ 

０１：２１ごろ ２２２.４ Ｓ１２.４ ０.５３ 

０１：２２ごろ ２１７.９ Ｓ７.９ ０.２０ 

   ＊「Ｓ」は右舷方、「Ｐ」は左舷方を表す。 

     相対方位は 3.1.1(1)Ａ船の時刻による変針針路から求めている。 

 

3.1.3 事故発生日時及び場所 

次のことから、本事故発生日時は、平成２５年９月２７日０１時２２分ごろで、

発生場所は、伊豆大島灯台から２６５°５.６Ｍ付近であったものと考えられる。 

(1) 2.1.1 から、Ａ船は、０１時２２分０２秒から２２分４１秒にかけ、対地

針路が２０８.１°から２２１.８°に移動し、船首方位が２０３°から 

１９３°に、速力が９.１kn から５.７kn にそれぞれ変化していること。 

(2) 2.1.1 及び 2.5.4 から、Ｂ船は、０１時２２分０１秒から２３分３１秒に

かけ、対地針路が０５０.１°から１８１.９°に、速力が１１.８kn から 

１.６kn に変化しており、また、Ｂ船の後進試験結果（１４.１kn から船体停

止まで２分４４秒）に対し、１分３０秒で１０.２kn 減速していること。 

(3) 2.1.1 から、Ａ船の０１時２２分０２秒における位置が、北緯３４°４７′

３３.７″東経１３９°１５′３５.３″であり、Ｂ船の０１時２２分０１秒

における位置が、北緯３４°４７′２４.７″東経１３９°１５′２６.８″

であり、Ａ船とＢ船のＧＰＳアンテナ間距離は、約３５０ｍであること。 

 

3.1.4 損傷の状況 

２.３及び２.１０から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船は、左舷錨のクラウン、アーム部等が脱落、左舷ベルマウスに圧壊、

船首部に破口、球状船首に亀裂を伴う凹損等を生じた。 
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(2) Ｂ船は、左舷中央部の船側外板に幅約３.５ｍ、高さ約５.５ｍ、面積約 

１２.９９ｍ2の破口が生じて左舷側から転覆したものと考えられる。 

 

3.1.5 衝突の状況 

2.1.1、2.1.2 及び 3.1.4 から、Ａ船の船首部とＢ船の左舷中央部の船側外板とが

衝突したものと考えられる。 

 

3.1.6 Ｂ船の転覆状況 

2.1.3 及び２.１０から、Ｂ船は、Ａ船が機関を後進にかけて離脱してから、破口

からの浸水量が増加するにつれて船体が沈下し、船首側への傾斜が急激に進行して、

約３分４０秒後に転覆したものと考えられる。 

 

3.1.7 死傷の状況 

2.1.4 及び２.２から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

死傷者はいなかった。 

(2) Ｂ船 

乗組員は、６人全員が死亡し、１人は溺死、他の乗組員５人の死因は溺水

の吸引であった。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員の状況 

２.４から、次のとおりであった。 

(1) 船長Ａは、適法で有効な締約国資格受有者承認証を有していた。本事故時、

健康状態は良好であったものと考えられる。 

(2) 操船者Ａは、中華人民共和国発給の海技免状を受有し、総トン数３,０００

トン未満の内航貨物船に航海士として２年９か月の乗船経験があったが、適 

法で有効な締約国資格受給者承認証を有していなかったものと考えられる。 

操船者Ａは、本事故時、健康状態は良好であったものと考えられる。 

(3) 船長Ｂは、適法で有効な海技免状を有していた。名古屋港出港時の健康状

態は良好であった可能性があると考えられる。 

(4) 一航士Ｂは、適法で有効な海技免状を有していた。伊豆大島西方海域の航

行経験が豊富で、名古屋港出港時の健康状態は良好であった可能性があると

考えられる。 
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3.2.2 船舶の状況 

2.5.3、2.5.5 及び 3.1.1(1)③から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船の左舷船首約３.３°から右舷船首約５.４°までの範囲にある他船

からＡ船を見た際、Ａ船の両舷灯を視認できず、Ａ船の動静を適切に判断で

きない場合があるが、０１時１４分３０秒ごろＡ船が針路を左に転じて以降、

Ｂ船が右舷灯を視認できる水平射光範囲内から接近していることから、Ａ船

の舷灯が規定値を満足していなかったことは、本事故の発生に関与した可能

性はなかったものと考えられる。 

(2) Ａ船は、舷灯の設置状況以外に船体、機関及び機器類に不具合又は故障は

なかったものと考えられる。 

(3) Ｂ船は、名古屋港出港時に船体、機関及び機器類に不具合又は故障はな 

かったものと考えられる。 

 

3.2.3 見張り、操船等の状況 

2.1.1、2.1.2、２.８、２.９及び 3.1.2 から、次のとおりであったものと考えら

れる。 

(1) Ａ船 

① Ａ船は、２７日００時３０分操船者Ａ及び甲板員Ａが船橋当直につき、

操船者Ａが見張り及び操船指揮に、甲板員Ａが手動操舵にそれぞれ当たっ

ていた。 

② 操船者Ａは、右舷側のレーダーを６Ｍレンジ、ヘッドアップ及びオフセ

ンターに設定し、船首方が約９Ｍまで監視できるようにして南西進した。 

③ 操船者Ａは、船首方約５Ｍにマスト灯１個を視認し、ＡＩＳ情報から北

東進中のＢ船であることを知った。 

④ 操船者Ａは、０１時０８分ごろから０１時１３分ごろにかけて、Ｂ船が

左舷船首方に位置し、その方位が約１.６°左方（相対方位はＰ５.４°か

らＰ７.０°）へ変化していたが、Ｂ船の左舷後方に２隻の反航船を認め、

Ｂ船を含む３隻の反航船と左舷を対して通過するために大きく右転する

と、風及び波を横方向から受けて横揺れが大きくなるので、左転して動揺

の少ない進路で、Ｂ船と右舷を対して通過しようと思った。 

⑤ 操船者Ａは、０１時１３分３０秒ごろに約５°左転したことにより、Ｂ

船を左舷船首約２°に認める状況となり、０１時１４分３０秒ごろに約 

１０°左転したことによりＢ船を右舷船首約７°に認める状況となった。 

⑥ 操船者Ａは、０１時１５分ごろから０１時２０分ごろにかけて、Ｂ船の

方位が約３°左方（相対方位はＳ７.２°からＳ４.２°）へ変化していた
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が、Ｂ船がＡ船の右舷船首方に見えているので、Ｂ船の前方を通過できる

と思い、０１時２０分００秒ごろ、Ｂ船が右舷船首約４°０.９Ｍに接近し

たころ、針路を約１０°左に転じた。 

⑦ 操船者Ａは、Ｂ船の左舷灯が間近に接近していることを認め、衝突の危

険を感じ、機関を中立とし、自ら舵輪を握って右舵一杯とした。 

⑧ 上記④～⑥から、操船者Ａは、左舷船首方に認めていたＢ船の方位が５

分間で約１.６°左方へ変化する状況下に約５°左転し、０１時１４分 

３０秒ごろの約１０°の左転で、Ｂ船を右舷船首方に認める状況となり、

その後、Ｂ船の方位が５分間で約３°左方へ変化する状況下に更に約 

１０°左転していることから、Ｂ船の前方を通過できると思い、Ｂ船の方

位変化をコンパスで確認していなかった。 

(2) Ｂ船 

① Ｂ船は、本事故当時、一航士Ｂが単独で船橋当直に当たっていたものと

考えられる。 

② 一航士Ｂは、０１時１６分ごろ、Ａ船が約２.２Ｍに接近し、針路を約

５°右に転じ、その後、ほぼ同じ針路及び速力で航行したものと考えられ

る。 

③ 一航士Ｂの見張りの状況及び汽笛の吹鳴状況については、本人が本事故

で死亡したことから、その状況を明らかにすることはできなかった。 

④ Ｂ船の白色作業灯については、操船者Ａが、白色作業灯の明かりに紛れ

て舷灯を視認することができなかったと口述しており、甲板員Ａが舷灯を

視認し、また二航士Ｃ及び操舵手Ｃが、舷灯の視認を妨げるような白色作

業灯を視認しなかったとそれぞれ異なる口述をしているが、Ｂ船乗組員全

員が本事故で死亡し、Ｂ船が全損となったことから、点灯状況を明らかに

することはできなかった。 

 

3.2.4 気象及び海象の状況 

２.６から、本事故時の天気は晴れ、北東の風、風速約８～９m/s、北東方から波高

約２.５ｍの波があり、視程は約７Ｍであったものと考えられる。 

 

3.2.5 事故水域に関する解析 

2.7.2 から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 伊豆大島西方海域における過去の衝突事故は、昭和６２年１月以降本事故

発生時までに２０件あり、伊豆大島北方沖から静岡県爪木崎東方沖までの通

航路上で多く発生していた。 
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(2) 視界制限状態を除く航行中の衝突で夜間に発生した５件の事故の見張り

状況についてみると、双方又は一方の船舶の船橋当直者は、互いに接近して

いる段階で一度視認した相手船の動静を継続的に確認していなかった。 

 

3.2.6 事故の発生に関する解析 

２.８、3.1.1 及び 3.2.3 から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

① Ａ船は、２７日０１時０６分０２秒から０１時１３分０２秒にかけ、伊

豆大島西方沖を船首方位約２３５°及び約９.３kn の速力で航行したもの

と推定される。 

    ② 操船者Ａは、左舷船首方に位置するＢ船の方位が約１.６°左方に変化

していたが左転して、Ｂ船と右舷を対して通過しようと思ったものと考え

られる。  

③ 操船者Ａは、０１時１３分３０秒ごろに約５°左転したことによりＢ船

を左舷船首約２°に認める状況になったものと考えられる。 

④ 操船者Ａは、０１時１４分３０秒ごろに約１０°左転したことにより、

Ｂ船を右舷船首約７°に認める状況となり、その後０１時２０分ごろにか

けてＢ船の方位が約３°左方に変化していたが、Ｂ船の前方を通過できる

と思い、Ｂ船の方位をコンパスで確認していなかったことから、このこと

に気付かず、約０.９Ｍに接近したＢ船の前方に向けて約１０°左転した

ものと考えられる。 

(2) Ｂ船 

① Ｂ船は、一航士Ｂが１人で船橋当直につき、伊豆大島西方沖を２７日 

０１時１５分３１秒ごろ対地針路約０５５°１２.１kn の速力で航行した

ものと推定される。 

② 一航士Ｂは、０１時１６分ごろ、Ａ船と約２.２Ｍに接近し、針路を約

５°右に転じ、その後、ほぼ同じ針路及び速力で航行したものと考えられ

る。 

 

３.３ 被害の軽減措置に関する解析 

2.1.3、2.1.4、２.１０、２.１１及び 3.1.6 から、次のとおりであった。 

(1) Ｂ船は、衝突後、Ａ船が機関を後進にかけて離脱し、破口から急激に海水が

浸入したことにより、短時間で転覆したものと考えられる。 

(2) Ａ船は、Ｂ船の船側に船首が突入したとき、Ｂ船にＡ船を押しつけた状態を

保っていれば、急激な浸水を防いで、Ｂ船の転覆を遅らせることができたもの
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と考えられる。 

(3) Ｂ船が転覆するまでに時間的余裕があれば、Ｂ船乗組員が船外に脱出できた

可能性があったものと考えられる。 

 

 

４ 結 論 
 

４.１ 原因 

本事故は、夜間、伊豆大島西方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が北東進中、Ａ

船の操船者ＡがＢ船と右舷を対して通過しようと左への変針を繰り返して航行を続

け、また、Ｂ船の一航士Ｂがほぼ同じ針路及び速力で航行したため、両船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

Ａ船の操船者ＡがＢ船と右舷を対して通過しようと左への変針を繰り返して航行

を続けたのは、Ｂ船の前方を通過できるものと思い、Ｂ船の方位変化をコンパスで確

認していなかったことから、Ｂ船の方位が左方に変化していることに気付かなかった

ことによるものと考えられる。 

 

４.２ その他判明した安全に関する事項 

Ａ船は、Ｂ船の船側に船首が突入したとき、Ｂ船に押しつけた状態を保っていれば、

破口からの急激な浸水を防いで、Ｂ船の転覆を遅らせることができたものと考えられ

る。 

 

 

５ 再発防止策 
 

同種事故の再発防止のため、船橋当直を行う職員は、船首方に船舶を認めた際、方

位変化の観察、レーダープロッティング等を行うなどして衝突のおそれがあるかどう

か判断し、船舶と接近して相手船の動作に疑問を持ったときは、直ちに警告信号を行

うとともに適切な時機に衝突を避けるための動作をとることが必要である。 
船長は、適法で有効な海技免許を有していない乗組員を職員として船橋当直につか

せてはならない。 

船長は、衝突により相手船の船側に船首が突入したとき、浸水防止に努めるととも

に、機関を後進にかけて離脱すると短時間で転覆するおそれがあることから、離脱の

時機を慎重に判断する必要がある。 
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５.１ 事故後に講じられた事故等防止策 

(1) Ｂ社 

Ｂ社は、所有船舶に対し、本事故の概要を周知するとともに、夜間の船橋当

直中、レーダー又は肉眼で視認した船舶について、ＡＩＳ情報で船名を確認し、

外国籍の船舶と分かれば動静に注意して見張りに当たり、不審な動きをしたり

間近に接近する場合、早めに大きく意思表示をし、危険な見合い関係にならな

いよう操船することを指示した。 

 

５.２ 今後必要とされる事故防止策 

船長及び船橋当直者は、次の事項について徹底する必要がある。 

(1) 船橋当直者は、船首方に船舶を認めた際、方位変化の観察、レーダープロッ

ティング等を行うなど、見張りを適切に行うこと。 
(2) 船長は、適法で有効な海技免許を有する職員を船橋当直につかせて適切な船

橋当直体制を維持すること。 

(3) 船橋当直者は、船舶と接近し、相手船の動作に疑問をもったときは、直ちに

警告信号を行うとともに適切な時機に衝突を避ける動作をとること。 
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付図１ 航行経路図（その１） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

静岡県 

伊豆半島 東京都 

伊豆大島 

（平成２５年９月２７日 ０１時２２分ごろ発生） 
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付図２ 航行経路図（その２） 
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り
に

気
を

と
ら

れ
、

Ｂ
船

の
接

近
に

気
付

か
ず

航
行

し
、

ま
た

、
船

長
Ｂ

が
、

左
舷

正
横

や
や

後
方

に
Ａ

船
の

灯
火

を
認

め
、

い
ち

べ
つ

し
た

だ
け

で
同

航
船

だ
か

ら
大

丈
夫

と
思

い
、

動
静

監
視

を
十

分
に

行
わ

ず
、

Ａ
船

の
接

近
に

気
付

か
ず

航
行

し
、

両
船

が
衝

突
し

た
。

平
成

15
年

1月
16

日
21

時
33

分
ご

ろ
5

Ｂ
　

漁
船

(3
79

ト
ン

)

Ａ
　

貨
物

船
(4

09
ト

ン
)

稲
取

岬
灯

台
か

ら
１

１
２

°
５

.５
Ｍ

発
 生

 場
 所

事
　

　
　

故
　

　
　

概
　

　
　

要
船

　
種

（総
ト

ン
数

）
事

故
番

号
発

　
生

　
日

　
時

Ａ
船

は
、

静
岡

県
清

水
港

か
ら

北
海

道
苫

小
牧

港
に

向
け

て
約

７
.６

kn
で

東
北

東
進

中
、

Ｂ
船

は
、

千
葉

港
か

ら
名

古
屋

港
に

向
け

て
約

１
０

.９

kn
で

南
西

進
中

、
一

等
航

海
士

A
が

、
前

路
を

右
方

に
横

切
る

態
勢

の
Ｂ

船
を

認
め

、
そ

の
後

、
衝

突
の

お
そ

れ
が

あ
る

態
勢

で
接

近
し

て
い

る
こ

と

を
知

っ
た

が
、

針
路

及
び

速
力

を
保

持
し

て
い

れ
ば

、
そ

の
う

ち
同

船
が

右
転

し
て

左
舷

対
左

舷
で

航
過

で
き

る
も

の
と

思
い

、
航

行
し

、
ま

た
、

甲

板
長

Ｂ
が

、
左

舷
前

方
の

同
航

船
に

気
を

奪
わ

れ
、

前
路

を
左

方
に

横
切

り
衝

突
の

お
そ

れ
が

あ
る

態
勢

で
接

近
し

て
い

る
A

船
に

気
付

か
ず

航
行

し
、

両
船

が
衝

突
し

た
。

Ｂ
　

貨
物

船
(3

93
ト

ン
)

Ａ
　

貨
物

船
(4

09
ト

ン
)

Ｂ
　

貨
物

船
(1

2,
53

3ト
ン

)

Ａ
　

油
送

船
(6

99
ト

ン
)

Ａ
船

は
、

神
奈

川
県

横
須

賀
港

か
ら

福
岡

県
苅

田
港

に
向

け
て

約
1
7
.3

kn
で

南
西

進
中

、
Ｂ

船
は

、
岩

手
県

釜
石

港
か

ら
三

重
県

鵜
殿

港
に

向

け
て

約
1
0
kn

で
南

西
進

中
、

運
航

士
Ａ

が
、

前
路

に
数

個
の

航
行

船
の

灯
火

を
認

め
、

自
船

が
追

い
越

す
態

勢
で

接
近

し
て

い
る

Ｂ
船

の
船

尾
灯

を

識
別

で
き

ず
に

航
行

し
、

ま
た

、
船

長
Ｂ

が
、

右
舷

正
横

後
約

５
０

°
２

Ｍ
の

と
こ

ろ
に

Ａ
船

の
灯

火
を

認
め

、
Ａ

船
が

自
船

を
避

け
る

も
の

と
思

い
、

動

静
監

視
を

十
分

に
行

わ
ず

航
行

し
、

両
船

が
衝

突
し

た
。

伊
豆

大
島

灯
台

か
ら

２
５

５
°

８
.９

Ｍ

稲
取

岬
灯

台
か

ら
１

１
３

°
６

.５
Ｍ

爪
木

埼
灯

台
か

ら
０

８
３

°
２

.５
Ｍ

Ａ
　

貨
物

船
(4

98
ト

ン
)

Ａ
船

は
、

兵
庫

県
姫

路
港

か
ら

千
葉

県
千

葉
港

に
向

け
て

速
力

約
７

.６
kn

で
北

東
進

中
、

Ｂ
船

は
、

京
浜

港
横

浜
区

か
ら

大
韓

民
国

仁
川

港
に

向
け

て
約

１
８

.４
kn

で
南

南
西

進
中

、
甲

板
長

A
が

、
前

路
を

右
方

に
横

切
る

態
勢

の
Ｂ

船
を

認
め

、
そ

の
後

、
衝

突
の

お
そ

れ
が

あ
る

態
勢

で
接

近

し
て

い
る

こ
と

に
気

付
い

た
が

、
警

告
信

号
を

行
わ

ず
、

衝
突

を
避

け
る

た
め

の
協

力
動

作
を

と
ら

ず
に

航
行

し
、

ま
た

、
三

等
航

海
士

Ｂ
が

、
前

路
を

左
方

に
横

切
る

態
勢

で
接

近
す

る
Ａ

船
を

初
認

し
た

が
、

同
船

と
衝

突
の

お
そ

れ
が

あ
る

態
勢

で
接

近
し

て
い

る
こ

と
に

気
付

か
ず

に
航

行
し

、
両

船

が
衝

突
し

た
。

Ａ
　

貨
物

船
(1

8,
77

5ト
ン

)

Ｂ
　

油
送

船
(4

,6
23

ト
ン

)

Ａ
船

は
、

大
阪

港
か

ら
北

海
道

苫
小

牧
港

に
向

け
て

約
1
1
.3

kn
で

北
進

中
、

Ｂ
船

は
、

大
阪

港
か

ら
千

葉
港

に
向

け
て

約
1
4
kn

で
北

東
進

中
、

一

等
航

海
士

Ａ
が

、
自

船
の

右
舷

側
を

無
難

に
追

い
越

す
も

の
と

思
い

、
警

告
信

号
を

行
わ

ず
、

衝
突

を
避

け
る

た
め

の
協

力
動

作
を

と
ら

ず
に

航
行

し
、

ま
た

、
一

等
航

海
士

Ｂ
が

、
Ａ

船
の

右
舷

側
を

無
難

に
航

過
す

る
も

の
と

思
い

、
動

静
監

視
を

十
分

に
行

わ
ず

、
Ａ

船
と

衝
突

の
お

そ
れ

が
あ

る

態
勢

で
進

行
し

て
い

る
こ

と
に

気
付

か
ず

航
行

し
、

両
船

が
衝

突
し

た
。

伊
豆

大
島

灯
台

か
ら

２
５

５
°

４
.５

Ｍ

Ｂ
　

貨
物

船
(4

99
ト

ン
)

3

平
成

９
年

１
２

月
９

日
00

時
55

分
ご

ろ
421

平
成

５
年

７
月

２
３

日
21

時
01

分
ご

ろ

平
成

８
年

４
月

９
日

19
時

35
分

ご
ろ

平
成

元
年

８
月

７
日

23
時

10
分

ご
ろ


